
第６号議案 要旨 

 

北はりま消防組合手数料条例の一部改正（要旨） 

 

１ 改正理由  

⑴ 消費税及び地方消費税の引上げに伴い地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一

部を改正する政令が本年５月２４日に公布、本年１０月１日施行により、危険物施設等

の設置許可申請に対する審査手数料の額が引き上げられることから本条例の一部を改正

するもの。 

⑵ 不正競争防止法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第３３号）において工業標

準化法が産業標準化法に題名が改められ、同法の規定中、日本工業規格が日本産業規格

に改められたことから、当該改正内容を反映したもの。 

 

２ 改正内容 

⑴ 危険物施設等の設置許可申請に対する審査手数料について、改定された基準額に準じ

て引上げを行うこと。 

⑵ 文言の整理を行うこと。 

 

３ 施行期日 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第１の改正規定は、令和元年１０月

１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



第７号議案 要旨 

 

   北はりま消防組合火災予防条例の一部改正（要旨） 

 

１ 改正理由 

⑴ 第１６条 

不正競争防止法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第３３号）において工業標

準化法が産業標準化法に題名が改められ、同法の規定中、日本工業規格が日本産業規格

に改められたことから、当該改正内容を反映したもの。 

⑵ 第２９条の５第１号 

閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令（昭和４０年自治省令第２

号）第１２条に規定する感度試験において、標示温度が７５度以下で作動時間が６０秒

以内の閉鎖型スプリンクラーヘッドについては１種となることから、現行の規格省令に

文言をあわせたもの。 

⑶ 第２９条の５第６号 

平成３０年６月１日施行の「消防法施行規則等の一部を改正する省令」（平成３０年総

務省令第３４号）により、民泊住戸部分が３００㎡未満である民泊施設において、特定

小規模施設用自動火災報知設備（以下「特小自火報」という。）を設置することで自動火

災報知設備の設置を免除することが可能となった。 

北はりま消防組合火災予防条例（平成２３年北はりま消防組合条例第３１号）第２９

条の５第２号において自動火災報知設備を設置することで住宅用防災警報器又は住宅用

防災報知設備（以下「住宅用防災警報器等」という。）の設置免除が可能であることを明

示的に規定している一方、特小自火報を設置した場合であっても、住宅用防災警報器等

の設置免除が可能である旨の規定はなく、上述の施設において特小自火報を設置した場

合であっても、住宅用防災警報器等の設置義務が生じたままであることから、特小自火

報を設置することで住宅用防災警報器等の設置免除が可能である旨の規定を追加したも

の。 

 

２ 改正内容 

⑴ 文言の整理を行うこと。 

⑵ 文言の整理を行うこと。 

⑶ 住宅用防災警報器等の設置の免除に関する規定を追加すること。 

 

３ 施行期日  公布の日 

 



第８号議案 説明資料１ 

 

１ 購入目的  更新車両（高規格救急自動車）は、平成２０年１１月の購入から令和元

年１１月で、北はりま消防組合車両更新基準の１０年を超えて１１年が経過

する状況で、車両本体及び積載資機材の老朽化が著しく、住民を安全かつ確

実に搬送することに支障を来すおそれがあるため更新する。 

２ 納入場所  兵庫県加東市上中７７８番地５２ （加東消防署） 

３ 納入期限  令和２年１月２９日 

４ 契約内容  高規格救急自動車購入 １台 

        （詳細は別紙仕様書のとおり） 

 

 

 



第９号議案 説明資料１ 

 

１ 購入目的  更新車両（救助工作車Ⅱ型）は、平成１２年２月の購入から令和２年２

月で、北はりま消防組合車両更新基準の２０年が経過する状況で、車両本

体及び積載資機材の老朽化が著しく、今後の消防活動に支障を来すおそれ

があるため更新する。 

２ 納入場所  兵庫県加西市北条町東高室９９３番地の１ （加西消防署） 

３ 納入期限  令和２年３月１９日 

４ 契約内容  救助工作車Ⅱ型購入 １台 

        （詳細は別紙仕様書のとおり） 

 

 


